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元首概念の再検討―その比較憲法的考察

1．問 題 関 心

　日本国憲法が規定する天皇の地位が「元首」に該当するのか，という問題は，

つとに憲法制定時から問われてきたものである。今日，元首は，国際法上，外部

に対して一国を代表する資格を持つ者と捉えられることがあるが
1），憲法解釈に

おいても同様の理解に立ち，天皇がその資格を部分的にしかもたないことを理由

に元首性を否定する見解が有力になっている。こうした見解は，天皇を元首とす

るとともに天皇大権を規定していた明治憲法と，国政に関する権能を有しない象

徴とする日本国憲法との規範内容の違いを踏まえたものであることはいうまでも

ない。しかし，両者の違いに元首概念が解消されるものであるのかは―その政

治的意図を離れた―憲法規範の認識として検討の余地が残されているように思

われる。

　周知のとおりわが国の元首概念は，19 世紀前半のドイツの諸憲法に直接的な起

源をもつ。もっとも，ドイツ立憲君主制が潰えた後のヴァイマル大統領制におい

ても元首概念は用いられ続け，それは現在の憲法であるドイツ連邦共和国基本法

（以下，「ボン基本法」という）の議院内閣制においても変わるところはない。基

本法下の大統領が，基本的に国政に関する実質的な決定権を有しないにもかかわ

らず，である。ここには国際法上の代表権を基準とするのとは異なる，憲法固有

の元首概念が前提とされていると考えるほかないであろう。
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　こうした時代や国家を超えて用いられる，いわば比較憲法学ないし一般国法学

上の憲法概念は，「基本権」や「権力分立」のように，わが国の憲法学において

も当然に存在する。元首概念をこのように客観的に把握する場合，はたして日本

国憲法の天皇は元首といえるのであろうか。この問題を考究することにより，日

本国憲法下における伝統的な理解とは異なる元首概念が浮かび上がるとともに，

それは，とくに上皇陛下が繰り返し表明されてきた天皇の象徴としての役割にも

合致するものであると考えられる。

　こうした問題関心から本稿では，まず，元首概念をめぐる憲法学の論点，および，

この概念の歴史的起源を確認する（2，3）。そのうえで，19 世紀前半のドイツの諸

憲法に倣って「元首」を規定した明治憲法 4 条の制定過程や解釈に検討を加えた

後（4），「元首」を規定していないが，ドイツ憲法の伝統に従いこの概念を前提と

しているボン基本法における理解を明らかにする（5）。これをもとに，日本国憲法

の制定過程や当時の文献を概観し，元首が規定されなかった経緯，そこにおける元

首理解に比較憲法的観点から検討を加える（6）。最後に，以上の検討から得られた

知見が日本国憲法の解釈とってもつ意味が，結論として示されるであろう（7）。

2．「元首」概念の用法，憲法学における評価

　条約法に関するウィーン条約（1969 年署名，1980 年発効）7 条 2 項は，条約の

締結に関するあらゆる行為について全権委任状の提示を要求されることなく自

国を代表するものと認められる者として，「元首（Heads of State, les chefs d’État, 

Staatsoberhäupter），政府の長及び外務大臣」を掲げている。わが国の外務省が「各

国の元首名等一覧表」を作成し，原則としてすべての国家の元首を掲載している

のも，こうした理由に基づくものである
2）。

　そして，日本国憲法 7 条が天皇の国事行為として，条約の公布（1 号），批准書

の認証（8 号）といった条約の締結に関する行為を規定している一方，それは形

式的・儀礼的な行為であって，実質的な条約の締結は，73 条が列記する（国会の

承認を経て行われる）内閣の事務のひとつ（3 号）であることは周知のとおりで

ある。

　戦後のわが国の憲法学説は，元首の意味ないし要件を上のように対外的に国家

を代表する資格ないし権能に求めるとともに，それを天皇が部分的にしかもたな

いこと，したがって，「元首とみなすに十分でない」
3）ことを説いてきた。また，

その際に，「わが国では，元首という概念それ自体が何らかの実質的な権限を含む 
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ものと一般に考えられてきたので，天皇を元首と解すると，認証ないし接受の意

味が実質化し，拡大するおそれがある」
4）という懸念も示されてきた

5）。

　こうした理論構成については，上記の比較憲法学ないし一般国法学的な観点か

らは，次の諸点を指摘しなければならないであろう。

　第 1 に，上記のウィーン条約 7 条 2 項は，元首の定義をしたものではなく，そ

の概念を前提としていることは明らかだろう。同条は，同条約を締結した国家に

共通する元首の概念が存在することを踏まえたうえで，元首の国内における地位

にかんがみて対外的に国家を代表する権能を認めたものと考えられる。

　第 2 に，したがって，わが国の憲法学説が元首概念を対外的に国家を代表する権

能により規定するのは，一種の論理の逆転といわざるを得ないであろう。ウィーン

条約が「元首」を語るときに前提とされた概念は，各国家における憲法上のそれに

ほかならず，それを解明するのが憲法学の役割であると考えられるからである。

　第 3 に，天皇を元首と解することによる権能の実質化・拡大のおそれを指摘す

るのは，H. ケルゼン（1881-1973）の言葉を借りれば，法の認識とは異なるイデオ

ロギー的解釈の典型といえよう
6）。こうした解釈が今日のわが国おいてなお意味

があるか否かについてはここで立ち入らないが，外国の憲法にも少なからずみら

れる「元首」の概念にわが国の天皇が含まれるのかという問題を考究するために

は，こうした解釈とは袂を分かち，客観的な立場に立つ必要がある。

　なお，念のために再言すれば，日本国憲法の解釈として元首概念について考え

ることは，いうまでもなく「元首」という文言が規定されているか否かにかかわ

らず可能な作業である。上記のように，それ自体は日本国憲法に文言の存在しな

いものの，比較憲法的観点から抽出された概念を用いて憲法を把握・分析するこ

とは，わが国でも当然のことして行われてきた。本稿における以下の検討は，こ

うした観点からの元首概念の解明を目的とするものであり，それによりこれまで

必ずしも十分に認識されてこなかった「象徴」の憲法上の位置づけを明らかにす

ることができると思われる。

3．元首概念の起源

　冒頭にも述べたように，わが国の元首概念は 19 世紀前半のドイツ諸憲法にお

ける Staatsoberhaupt などの文言に由来するものである。この点については，わが

国でもすでに柳瀬良幹，縣幸雄らによる指摘があるため
7），以下では，これらの

先行研究を縁に元首概念の起源を確認しておくにとどめたい。
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　憲法史上，はじめて元首の文言が現れたのは，フランス復古王政下の 1814 年シャ

ルト憲法（Charte constitutionnelle de 1814）であるといわれている。同憲法 14 条は， 

「国王は，国の最高元首（le chef suprême de l’Etat）であり，陸海軍を指揮し，戦争

を宣言し，講和，同盟，通商の条約を締結し，すべての官職を任命し，法律の執

行と国家の安全に必要な規則および命令を制定する」と規定している。これとほ

ぼ同様の規定は，1830 年シャルト憲法（Charte constitutionnelle de 1830）
8），1852 年

第二帝政憲法（Constitution de 1852, Second Empire）
9）にもみることができる。また，

元首概念はヴィシー政権下の 1940 年憲法的法律（Loi constitutionnelle du 10 juillet 

1940）
10）のなかでも―後述のナチス政権下の「国家元首法」（1934 年）を模範

として―採用されているが，その第二法律は，「フランス国の元首（Le chef de  

l’État français）は完全な政府権力を持ち，彼のみに責任を負う大臣と国務長官を任

命し，解任する」という規定であった。ここにいう「完全な政府権力」とは，「国

民会議は……ペタン元帥の権威および署名のもとにある共和国の政府にすべての

権限を与える」という第一法律の規定を受け，正しく独裁を規定したものである。

こうした規定の影響もあってか，それ以降の第四共和制憲法，現行の第五共和制

憲法では「元首」の文言は規定されていない。もっとも，両憲法下，そして今日

でも大統領は，「元首」（le chef de l’Etat）と日常的に呼ばれており，元首概念自体

が用いられなくなったわけではない。

　ドイツにおける元首概念は，1818 年バイエルン王国憲法（Verfassungsurkunde für 

das Königreich Bayern vom 26. Mai 1818）の「国王は，国の元首（Oberhaupt des Staats）

であり，すべての国家権力を一身に統合し，現在の憲法の定める規定のもと，こ

れを行う。国王の人格は，神聖にして不可侵である」（第 2 部第 1 条）という規定

を嚆矢とする。こうした明治憲法 4 条にも継受された君主制原理のなかの元首と

いう位置づけは，その後の少なからぬドイツ諸国の憲法にもみることができる
11）。 

また，ドイツ初の帝国憲法として起草されたパウル教会憲法（1849 年。未施行）

では「帝国元首（Reichsoberhaupt）」と題する第 3 章を置き，「ドイツ皇帝」の称号

をもつとしている。

　しかし，君主制原理を規定していないプロイセン憲法（1848 ／ 1850 年）には 

「元首」の規定はなく，それ以降のドイツでは―ナチス政権下において大統領と

首相の地位を統合した「国家元首法」（Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen 

Reich vom 1. Augst 1934）を除けば
12）―ドイツ帝国，ヴァイマル憲法，現行のボ

ン基本法にも「元首」の文言は存在しない。もっとも，後にみるように「元首」
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概念は，民主制・共和制を採用するヴァイマル憲法やボン基本法下でも用いられ

ており，現代世界でも多くの憲法に「元首」が規定されていることを思うと，こ

れをもっぱら統治権の総攬者と理解することが今日でも妥当なのかは疑わしい。

ドイツの憲法において「元首」の文言が用いられなかった理由としては，大統領

という名称に国家の長という観念が含まれているという G. イェリネクの指摘が

考えられるが
13），その観念の内実については，以降の検討で明らかにされよう。

4．明治憲法における元首概念

（1）元首規定制定の経緯

　「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と規

定する明治憲法（明治 22 年（1889 年））4 条の成立過程について，本稿のテーマ

との関連で注目されるのは，起草者のひとり井上毅による試案「甲案試草」（明

治 20 年（1887）5 月）である。そこには「元首」の文言が含まれておらず，3 条

は「天皇ハ大政ヲ総攬シ此ノ憲法ニ於テ勅定スル所ノ条款ニ循ヒ之ヲ施行セシム」

という規定となっていた。この規定については，「国王ハ国権ノ肖像（シンボル）

ナリ，故ニ独逸各国ノ憲法ニ明言シタルガ如ク，国王ハ一切ノ諸般ノ政権ヲ総攬

シ，憲法ニ従ヒ之ヲ施行スル者ナリ」という説明がある。この試案に対する内閣

顧問の H. ロェスラーの意見では，「皇帝ハ帝国ノ首長ナリ。一切ノ国権ハ皇帝ノ

一身ニ集合シ，皇帝ハ此憲法ニ親ラ定メタル規定ニ従ヒ之ヲ執行ス」という案が

示されている
14）。ここでは「元首」という訳語がまだ充てられていないものの，

最終的にそれが盛り込まれる契機があったとみてよいであろう。

　こうした背景もあり，明治 20 年（1887）8 月の夏島草案作成の際にも原案に

は当初，「元首」規定は存在しなかった。しかし，結局，「天皇ハ一切ノ国権ヲ総攬

シ憲法ノ主義ニ基キ大政ヲ施行ス」（5 条）の前に，「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラ

サル帝国ノ元首ナリ」（4 条）という規定が置かれることになる。この元首規定は， 

その後 10 月の草案では，「天皇ハ国ノ元首ニシテ一切ノ政権ヲ総攬シ此ノ憲法ニ

依リ之ヲ施行ス」（5 条）と夏島草案 5 条に組み込まれたかたちになり，これを踏

襲する御諮詢案 4 条も「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ

依リ之ヲ施行ス」として，明治憲法 4 条の規定がほぼ完成することになる
15）。

　以上のような制定経緯にかんがみると，縣幸雄教授による「憲法草案起草者

達は，天皇の地位，権限は，憲法典により創設したものではなく，古来より確

立されている天皇制を憲法典に記述するに過ぎないものとの認識を持っていた。 
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『国ノ元首』という名辞を天皇に付与したのは，夏島での論議の過程において，

帝国憲法以前に天皇が保有するに致〔ママ〕った地位を表現するのに最もふさわ

しい名辞として元首という語を伊藤博文，伊東巳代治・金子堅太郎のいずれが思

いつき，井上毅の反対をおしきり，これが採択されたものである」
16）という結論は，

ドイツ憲法の元首規定の体裁をとりながら，わが国の伝統的な天皇のあり方を規

定しようという，明治憲法を全体を貫くいわば「和魂洋才」のあり方を指摘した

ものということになるであろう。

（2）憲法義解にみる元首観

　以下に引用する伊藤博文名義の半官的註釈書『憲法義解』における明治憲法 

4 条の解説には，基本的にこうした解釈が現れているように思われる。

「立法行政百揆ノ事凡ソ以テ國家ニ臨御シ臣民ヲ綏撫スル所ノ者一ニ皆之ヲ至尊ニ総

ヘテ其ノ綱領ヲ攬ラサルコトナキハ譬ヘハ人身ノ四支百骸アリテ而シテ精神ノ経絡ハ

総テ皆其ノ本源ヲ首脳ニ取ルカ如キナリ故ニ大政ノ統一ナラサルヘカラスハ宛モ人心

ノ貳三ナルヘカラスサルカ如シ」
17）

　この註釈はやや晦渋であるので，以下では，日本国学振興会「帝国憲法義解新訳」

による訳注を，やや長文に渡るため原文に忠実に要約して示しておこう。

「立法であれ行政であれ，ありと有らゆる事は，凡そ以て君主として国家に対せられ

臣民を綏らかに御愛撫下さる為めの事ならば，一つ残らず最も尊くあらせられる御方

の御一身に総べさせられて，政務の大綱，眼目を御自身で御攬りにならないことはな

い。人間の身体に腕と脚と諸々の骨格があるが，精神の機能と連絡とは，総べて，皆，

其のみなもとを首と脳とに取っているようなものである。即ち，陛下が百般の政治の

大綱を総べ括って攬らせ給ふのは，首や脳の機能を遊ばすにも等しい。既にそうだと

すれば人の心が二つも三つも有り得べからざるやうに，大政も陛下の御許で一つに統

一されなければならない。」
18）

　ここに明らかな国家有機体説の考え方は，J. C. ブルンチュリ（1808-1881）によ

り提唱され，明治初期に加藤弘之によってわが国に導入されたものであると考え

られる
19）。その特徴は，さらに立法や行政といった国家作用を必ずしも支配と捉

えない井上毅の「治す（シラス）」にも通じる統治観
20），したがって「総攬」も
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国家権力の所有というよりも，その統率とみる理解にも現れている。

　こうした見方は，井上毅「甲案試草」において天皇は国家の「肖像（シンボル）」

と捉えられていた時点ですでに存在していたと考えられよう。また，夏島草案で

は「元首」と「統治権の総攬者」は別々の条文に規定されていたという経緯にか

んがみると，もともと天皇は，ドイツにおけるような国家権力を一身に統合する

主体とされていたわけではなく，「元首」も―その用語としての妥当性を別に

すれば―こうした含みをもつものではなかったと考えられよう。憲法義解にみ

られる「統治権の総攬者」の解釈は，こうした元首理解といわば平仄を合わせた

ものとみるべきであろう。

（3）学説における元首理解

　憲法義解にみられる公定解釈を前提としながらも，明治憲法下の学説には，そ

れにとどまらない元首の法的意義に関する検討がみられる。例えば，美濃部達吉

による明治憲法の代表的コメンタール『逐条憲法精義』では，元首の語を「chef  

d’etat, Staatsoberhaupt の語に相当するもの」として，上に引用した憲法義解によ

る人体の譬えも同じ意味を示すものとしつつ，次のような解説を加えている。

「ただ，此の語は西洋の通用語としては，君主の外に共和国の大統領にも用ゐられて

居る。それは，大統領も，自己の固有の権能としてではなく，国民の名に於いてする

ものとは言ひながらも，尚君主と同じく，外に向つて国家を代表し，国民に向つても

統治を行ふの権能を有するものであるからである。要するに，『天皇ハ国ノ元首』な

どといふ語は，正確なる法律上の観念を言ひ表したものではなく，唯天皇は御一身を

以て国家を代表し，国家の活動を統率したまふ地位に在ますことを言い表はすものと

解して大過は無い。」
21）

　元首が「正確なる法律上の観念」を表現したものではないという見解は，同時

代の有力な論者にもみられるところであるが
22），これは要するに，「元首」から

具体的な天皇の地位ないし権限を導くことはできない旨を指摘しようとするもの

であろう。

　美濃部の見解のうち今日的観点から大きな意義が認められるのは，元首が対外

的に国家を代表し，国家の活動を統率する地位を指すという部分である。今日の

学説の元首観には，前者の地位（のみ）が受け継がれているとみることができるか

らである。しかし，前者の地位は，後者の地位と無関係ではないであろう。国家に 
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おいて何らの役割をもたない機関が，対外的に国家を代表することは考えられな

いからである。今日の民主制国家においても元首に対外的に国家を代表する地位

が認められるのは，単なる名残りなのではなく，その根拠となる何らかの役割を

果たしているからにほかないはずである。

　今日，議院内閣制を規定する憲法にも君主や大統領を「元首」とする規定が多

く存在する状況は，その概念の再検討の必要性を強く感じさせる。それだけでな

く，最近のドイツにおける Staatsoberhaupt の概念を検討すると，少なくとも今日

理解されている元首の意義は，実は，明治憲法下のそれと根本的に異なるもので

はないように見える。こうした問題意識から，ドイツにおける元首理解を考察す

るのが次の課題である。

5．ボン基本法における元首概念

　上記のように，19 世紀後半以降に制定されたドイツの憲法では，元首の文言は

基本的に存在しないが，その概念自体は前提とされてきたとみることができる。

たとえば，ヴァイマル憲法が大統領制を採用した経緯について，当時を代表する

A. アンシュツ／ R. トーマ編による解説書には，「憲法を制定したドイツ国民会議

〔1919 年〕は，国家元首の地位について決定する際，外国の前例に盲従するので

はなく，ドイツ独自の国益に応じた解決を模索した。将来の帝国憲法総則のプロ

イセンによる案は，国家元首としてドイツの全国民により選挙される帝国大統領

を予定していた…」
23）という説明をみることができる。同書では，さらに立ち入っ

た元首概念の分析などは加えられていないが，これは，その概念がいわば憲法の

認識において，いわばア・プリオリなものとして想定されているためであると考

えられよう。こうした憲法上の概念としての元首は，基本法のもとでも存在して

いると認識されており，近年，その要素に関する興味深い考察をみることができ

る。まず，以下の検討に関連する限りで，基本法の連邦大統領についての規定を

概観しておこう。

（1）連邦大統領の地位，権限および活動

　連邦大統領は，討議によらず，連邦集会（Bundesversammlung：連邦議会議員

およびこれと同数の州議会が選挙したメンバーから構成）によって選挙される。

任期は 5 年であり 1 回に限り再選が可能である（54 条）。

　基本法上の重要な権能としては，法律の認証・公布（82 条 1 項），防衛上の緊急 
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事態の公布（115 条 3 項），国際法上の代表，条約締結（連邦法律による同意が

必要），外国使節の接受（59 条 1 項），連邦裁判官・連邦公務員等の任免（60 条

1 項），恩赦（同条 2 項）が認められている
24）。また，連邦議会における連邦宰

相の選出にあたっては，候補の提案を行うほか（63 条 1 項），候補が連邦議会議

員の過半数の得票を得られなかった場合，その候補を任命するか連邦議会を解

散することができる（同条 4 項）。連邦議会の解散は，連邦宰相の不信任の際に

も―連邦宰相の提案に基づいて―行うことができる（68 条 1 項）。不信任を

行った連邦議会が解散されないまま，連邦政府が「緊急なもの」であるとする

法律案を否決した場合，連邦大統領は連邦参議院の同意を得て，「立法緊急事態

（Gesetzgebungsnotstand）」を宣言することができる（81 条 1 項）。この宣言後に

連邦議会が当該法律案を再び否決した場合は，連邦参議院の同意によりこれを成

立したものとみなすことができる（同条 2 項）。

　以上のように，連邦大統領の憲法上の権限には天皇のそれにほぼ相当する形式

的・儀礼的なものに加えて，限定された範囲ながら，通常とは異なる政治状況

―その意味で一定の危機ないし緊急事態―における，いわば予備的な政治的

判断を含むものがある。他方，やはり天皇と同様，連邦大統領は憲法上明示され

た権限に限られず，さまざまな機会を捉えて公の場に登場し，演説などを通じて

積極的にドイツ国民への働きかけを行っている。それが単なる事実上の活動なの

か，あるいは何らかの憲法上の機能を果たしているのかという点は，結局，以下

にみるような「元首」概念の理解に委ねられている。

（2）「元首」概念の理解と連邦大統領

　この点を考えるうえで，まず確認しなければならないのは，以上のような大統

領や君主の権限が伝統的にどのような性質のものとして理解されてきたのか，と

いう点である。これについて，今日の議論にも影響を与えている故 W. カルテフ

ライター教授（1937-1998）の教授資格論文『議会制民主主義における国家元首の

機能』（1970）は，欧州諸国における元首のあり方をめぐりさまざまな見解の対

立があることを指摘しつつ
25），一致（Übereinstimmung）のある点として次のよ

うな指摘をしている。

「国家元首の職をめぐる対立の原因としては，まず，この職の自然な任務である公の

関心の中心にあるという点を強調しなければならない。任務のカタログには，通常，
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二重の象徴機能（Symbolfunktion）があげられている：外国に対して国家の統合を体

現する（die Einheit der Nation zu verkörpern）こと，国内においてすべての国民を包

括する共同体としての国家を可視化する（veranschaulichen）ことである。」
26）

　ここでは元首の権能は，端的に「象徴機能」であるという理解が示されている。

その内実は，国家および国民統合を示すという日本国憲法 1 条にいう象徴とほぼ

重なり合うものと理解されていることは，極めて注目されるところである。もっ

とも，わが国では，象徴であることの一つの帰結として，「国政に関する権能を

有しない」ことが導かれてきた。上記のとおり，ドイツ連邦大統領には限定され

た範囲ながら一定の政治的決定を行う権限が認められている。その権限の位置づ

けについて同書は「連邦大統領の地位にかんがみたボン基本法の機能的解釈の試

み」として，次のような結論を示している。

「議院内閣制の理論に従えば，基本法の解釈において，連邦大統領が憲法に基づいて

判断する余地は大部分が理論上のものにすぎないとみるのが，論理的であると思われ

る。その権限の存在は，予備的権力という性格に対応して，一定の限界状況において

のみ利用することができるが，通常の状況においては利用し尽くされない。このよう

に地位を理解する結果，全体的に大統領の権威が向上することが期待され，その言葉

は重みを増し，その政治的意思形成への影響は価値あるものになりうる。」
27）

　このように連邦大統領の政治的判断を例外的なものと捉えることは，今日に至

る運用においても踏襲されているとみることができる
28）。この見方に従えば，議

院内閣制における大統領の権能の本質的部分は，象徴的機能であることになる。

その一方，予備的機能である政治的判断を行わないことによって権威が向上する

という指摘は，それが規定されていないにせよ，憲法からいわば必然的に起因す

る現象であることを言おうとするものである。こうしたいわば憲法上想定された

元首の機能は，わが国の天皇のあり方からも興味深いものであるが，次にみる連

邦憲法裁判所の判断においても認められている。

（3）連邦憲法裁判所による「元首」理解

　連邦憲法裁判所は，2014 年 6 月 10 日の判決
29）において連邦大統領の憲法上の

地位に関する見解を述べる機会を得た。本事件は，連邦大統領を選出する連邦集

会のメンバーが機関訴訟（Organstreitverfahren）を提起したものである。原告の
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主張によれば，2009 年および 2010 年の大統領選出
30）の際に議事規則に関する発

言を認められなかったこと等により，基本法が連邦議会議員に保障する地位（38

条 1 項 2 文：「〔連邦議会〕議員は全国民の代表者であって，委任及び指示に拘束される

ことはなく，自己の良心にのみ従う。」）から類推される，連邦集会のメンバーの法

的地位が侵害された。その結果，連邦大統領の選出が無効であるという主張を連

邦憲法裁判所は退けたが，「連邦集会のメンバーの憲法上の地位は，基本法によ

り認められたところの連邦大統領の位置づけから切り離して判断することはでき

ない」として，この論点についての議論を展開している。以下では，本稿のテー

マにかかわる部分に絞って検討を加えておきたい。

　ここでまず連邦憲法裁判所は，ヴァイマル憲法とボン基本法が規定する大統領

制の関係に関して，次のような分析を示している。以下では，参考文献を除いた

部分を掲げておこう。

「ヴァイマル憲法では，大統領は公選の国家元首として，議会に対抗するものとされ，

当時広まっていた議会制に対する疑念への配慮がなされていた。大統領は議会と協働

する者であるが，また対抗する者でもあり，そのために国家元首に重要な権限が認め

られる必要があった。」
31）

「基本法制定者の見解では，ヴァイマル大統領制は広範な権限により独裁への道を開

いた。基本法制定の際には，したがって，連邦大統領は公選せず，ヴァイマルの大

統領と同様の権限を認めないこと，しかし，このポストを廃止しないことで広く意

見が一致した。連邦大統領によって，引き続き『国民統合の代表（„Repräsentant der 

Volkseinheit“）』が国家の首席にあるべきである，と。」
32）

　この説示が指摘しているのは，先にも触れたヴァイマル憲法と同様，「元首」

の存在はボン基本法制定時においても前提とされていた，ということである。さ

らに注目されるのは，ボン基本法の制定者が構想した連邦大統領は，ヴァイマル

大統領制に大きな改変を加えながらも，大統領の職を存置するという趣旨で設け

られたものであり，両憲法の大統領は，ともに「国民統合の代表」とされている

ことの指摘である。これは，連邦憲法裁判所が元首の本質をここにみている，と

いうことにほかならないだろう。この点は，上の引用に続いて「基本法制定者の

見解」として示された次の一節においても確認できる。

「それによれば，連邦大統領は他の機関から可能な限り独立しており，とくに対議会 
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責任を負うべきでなく，調整的な地位をもつべきである。連邦大統領は，伝統的な

三権に含めることができない。連邦大統領は，国家の統合を体現する。その意味

で 国 家 元 首 で あ る（Er verkörpert die Einheit des Staates. In diesem Sinne ist er das 

Staatsoberhaupt）。彼には，憲法上明確に与えられた権限を超えて，とくに，一般的な

代表および統合の任務が属する。」
33）

　ここでは，連邦大統領を国家元首とする理由は国家の統合を体現していること

にあるという，基本法制定者の見解が確認されている
34）。そして，元首としての

任務は，まず，国際法上の代表権，連邦公務員および士官の任命，連邦宰相の任命，

法律の認証といった憲法上の権限であるが，それにとどまらない「一般的な代表

および統合の任務」であるというのが，その趣旨である。この任務は，むろん危

機の場合の予備的な政治的決定ではない。それは，上の引用に続く「その職の権

限と尊厳は，しかし，それがとくに精神的・道徳的な効果を重視していることに

表現されている」という説示に示されているように，むしろ象徴と呼ぶにふさわ

しいものである。この点は，すでにみたカルテフライターの見解にあったもので

あるが，次にみる連邦大統領の自己理解にも，より明確に表れている。

（4）連邦大統領による「元首」理解

　連邦大統領の公式ウェブサイト “Der Bundespräsident” には「憲法上の根拠」と

いう解説項目があり
35），そこでは，まず基本法の大統領に関する規定（54-61 条）

が示されたのち，上述とほぼ同旨のヴァイマル大統領制との相違が説かれている。

それに続き「国家理論上の機能」として，上に掲げた連邦憲法裁判所判決の最後

の引用部分とともに，次のような説明を加えている。

「連邦大統領は国家元首である。憲法機関の間に階層があるわけではないが，席次と

しては，連邦大統領は国家の首席にある。連邦大統領は，ドイツ連邦共和国の統合を

体現し，国内および国外に向けて代表する憲法機関である。これは，連邦大統領がそ

の行為および公式の場に現れることで，国家―その存在，正当性，合法性および統

合―を可視化することにより行われる。ここには同時に大統領職がもつ統合の任務

と法および憲法を保障する統制機能が表現されている。これを補完するのが，議院内

閣制の危機的事態のための政治的予備機能である。例えば，基本法 68 条が規律する

ような場合（連邦宰相の人物や政策に対する信任の喪失，連邦宰相の提案に基づく連

邦大統領による新たな選挙の決定）がそうである。」
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　こうした連邦大統領のいわば自己理解は，上述の学説や連邦憲法裁判所の判決

にみられる見解を集成したものといえよう。すなわち，ここでも連邦大統領は，

国家統合を体現し，国内外に向けて代表することを任務とする憲法機関とされて

いるが，その任務は，より端的に「連邦大統領がその行為および公式の場に現れ

ること」によって遂行されると説明されている。ここでは，憲法上規定された行

為のみならず事実上の行為も，正しく憲法機関としての連邦大統領の任務を遂行

するための手段として捉えられていることがわかる。その結果，連邦大統領の権

能は，次のように整理されているのである。

「ドイツ連邦共和国を対内的および対外的に代表すること（Repräsentation）（国家，

社会および文化的催しへの公的な参列，演説，州や自治体の訪問，外国の訪問および

外国からの賓客の接受）」

「ドイツ連邦共和国を国際法上代表すること（基本法 59 条 1 項 1 文），外国との条約

締結（基本法 59 条 1 項 2 文），ドイツの外交的代表の信任（任命）および外国の大使

の接受（信任状の認証）（基本法 59 条 1 項 3 文）」

　この分類は，わが国を含む多くの議院内閣制国家において観察される元首の活

動を，それに対する政治的判断を混えることなく，その意味で客観的に憲法と関

連づけたものとして注目されよう。しかし，注目されるのは，この点だけではない。

この 2 分類は，「国家元首としての連邦大統領がもつ古典的な機能」とされてい

ることである。そうすると結局，現在の元首の機能は，明治憲法が範としたドイ

ツの立憲君主の権限から政治的権能を除いたものであって，実は，その当時から

存在していたことになろう。こうした見方は，わが国において議論のある，憲法

に明示されていない天皇の活動をどのように位置づけるのかという問題を考える

うえでも示唆に富むものであるように思われる。日本国憲法は，いうまでもなく

伝統的な天皇を存置するとともに憲法に象徴として規定したのであって，このこ

とは「元首」と把握するかにあたっても無関係であるとはいえないはずだからで

ある。次に，こうした観点から日本国憲法の天皇規定を再検討しておきたい。

6．日本国憲法の天皇規定の理解

（1）帝国憲法改正草案の制定まで

　日本国憲法制定過程の契機となったマッカーサーノート
36）の第 1 原則が，天皇に 
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関するものであったことはよく知られている。ここでは，まず，その原文を示し

ておきたい。

Emperor is at the head of the state.

His succession is dynastic.

His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and responsive 

to the basic will of the people as provided therein.

　第 1 文に，元首という意味で用いられることのある「head of the state」という

文言があることは，むろん刮目されるところではある。しかし，その前に「at」

が付されていることからして，これは天皇が―統治権の総攬者とは異なる―

何らかの意味において国家の頂点にあることを示すにすぎず，そこから一定の原

理を読み取ることには慎重であるべきだろう。これまでの検討からも明らかなよ

うに「元首」概念は，憲法上の文言よりも，君主や大統領がいかなる役割を担う

かという観点から定まる筋合いのものだからである。したがって，その後，GHQ

における草案作成の段階で symbol の文言が採用され，それに象徴という日本語が

充てられたことも，また，元首概念が拒否されたことの証左とはならないだろう。

むしろ象徴は，イギリス国王の地位を表すものとして用いられこともある概念で

もあり
37），後にみるように，元首の含みをそこにみることすら可能なのである。

（2）第 90 回帝国議会における議論

　日本国憲法の正式な草案である「帝国憲法改正案」を審議した第 90 回帝国議

会において，英米法の権威・高柳賢三貴族院議員が「此の規定に書いた天皇は立

憲君主である，而も『イギリス』の『キング』に非常に能く似た立憲君主である」

と指摘したのも，こうした事情を背景としたものとみることができる。これに続

いて高柳は，天皇が元首である旨の確認を次のように政府に迫るのである。すな

わち，「或国の元首と云ふものが何人であるかと云ふことは，其の国の国内法に

依つて決定すべきことになつて居る，そこで改正案に依れば，日本の元首は天皇

であると私は解釈するが，政府の所見はどうでありますか」と
38）。

　この質問のほかにも天皇を元首と規定することは，複数の議員から提案されて

いるが，憲法担当国務大臣・金森徳次郎は一貫してこれを拒んでいる
39）。しかし，

高柳のイギリス立憲君主制に関する造詣をもとにした質問に対しては
40），「結論
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に於きましては，今御示しの範囲内に於ては大体に於て元首と認むることが正当

であらうと思つて居ります」と答えている
41）。もっとも，その後この点について

牧野英一貴族院議員に質された金森は，「天皇が元首であると申しだ訳ではあり

ませぬ，一口に言へば国際関係の儀礼の上に於て元首の如く扱はれて行くことに

なるであらうと云ふことを申上げたのでありまして，天皇を直ちに元首と云ふ言

葉を以て無条件に言ひ現すことに於きましては，明かに条件のあることを申上げ

て置いた積りであります」
42）と軌道修正している。

　このように天皇の元首性を否定しないにもかかわらず，その文言を憲法中に用

いるのに慎重な理由は，結局，「さう云ふ言葉を見れば，憲法自体を見ないで，

自ら其の内容を頭の中に描き上げてしまふ，さうすると国民は此の憲法に定つて

居る天皇の御地位を，必要以上に権力的に考ふる虞が十分あらうと思ひます」
43）

という答弁に要約できよう。

（3）憲法制定後における元首理解

　日本国憲法施行の翌年に刊行されたコメンタール『註解日本国憲法』（以下 

「註解」という）
44）には，より明確に天皇の元首性を否定する論旨が展開されてい

るが，その議論には，当時の君主制に対する特有の見方を背景とした特徴がある。

それは，まず「天皇は君主か？」という問題について論じた部分に現れている。

　すなわち註解によれば，君主の概念には「憲法上自己に固有の権能として，国

家統治の力を保有する唯一人の自然人である」，「血統に基いてその地位に就き，

終身その地位に止まる」という 2 つの要素がある。そして，日本国憲法における

天皇は，第二の要素を保持しているが，第一の要素を欠いており「真正の意味に

おける君主ではない」。ただ天皇は象徴として，その称号および身分において一

般国民とは区別されるから，「新しいわが国の国体は，世襲的象徴としての天皇

を有する特殊（sui generis）の民主制」だという
45）。

　ここでは，明治憲法における統治権を総攬する君主を範型として，君主制は，

君主が国家の統治のあり方を最終的に決定する国制であるという，いわゆる組織

原理と権限原理の類型にもとづく把握のされ方がなされている。これが明治憲法

が範としたドイツの君主制に由来するものであることは，すでに確認したとおり

である。しかし，すでに欧州諸国やわが国では君主の実質的権限は失われ，君主

制は，たんに「君主」なる機関が存在するという実在類型に過ぎなくなったことは，

広く認知されている
46）。その意味で，天皇をイギリス国王と類似したものとする
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高柳の指摘は，正鵠を射たものと評価できよう。

　それにもかかわらず註解は，組織原理類型にもとづき，わが国が「sui generis

の民主制」であり，君主制ではないとする立場をとる。問題は，こうした理解の

もとで元首をどう捉えるか，である。この点について註解は，「新憲法における

天皇は元首であるか」という問いを立て，上記 2 でみた今日の学説に大きな影響

を与えている見方を示している。多少長くなるが，この点に関する説示を引用し

ておこう。

「元首とは，この語に当たるヨーロッパ語の Staatsoberhaupt, chef d’Etat と同じく国の

首長という意味であり，それは国内的には行政の首長であるとともに，特に国際的に

は，外国に対して一国を代表する機関を指し，国際法上，外国において外交使節と同

様の特権を享有する。この意味の元首が何人であるかは，実定国内法の定むるところ

による。新憲法では，外交関係の処理，なかんづく条約の締結，外交使節の任免，全

権委任状及び信任状の発給は，すべて内閣の権限であるから，内閣総理大臣が元首で

あるというのほかはない。右の行為については天皇の認証及び公布が行われるが，こ

れは外交関係の主体となることを意味するものではなく，又天皇は外国の大使及び公

使を接受するけれども（憲法七条九号），接受は儀礼的な意味におけるものであって，

法律上日本国を代表して，外国元首からの信任状を受領しうる正当な権限ある名宛人

は天皇ではないから，天皇を元首と見るのは正当ではない。」
47）

　この説示の特徴は，対外的に国家を代表するという元首概念の要素を，もっぱ

ら憲法が明示する外交関係の処理の権限に求めていることにある。元首概念をめ

ぐる議論から「統合の象徴」という論点を捨象し，内閣が元首だという結論に至

る見解は，上にみた第 90 回帝国議会における議論ではみることができないもの

であるが，相違点はもう 1 つ存在する。それは，国民が天皇の地位を必要以上に

権力的に考えるおそれという，元首の文言を避けた政策的な理由に触れられてい

ないことである。現在の天皇の元首性を否定する議論には，こうして憲法から実

証的に導かれたものであるという体裁が与えられた。もっとも，先にみたように

その政策的な理由には今日の議論でも言及されることはあるが，その基本的な理

論構成は，この時点で形成されたとみることができよう。

7．まとめと若干の考察

　以上のように日本国憲法制定時における元首理解は，明治憲法的な統治権の 
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総攬者としての元首を否定することに主眼をおいていた。もっとも，その元首理

解は，君主制を組織・権限原理の類型として把握するものであった。こうした意

味における君主制を否定する文脈で，まず，憲法制定過程において「元首」の文

言が忌避され，日本国憲法における天皇の元首性も否定された。前憲法の基本原

理を否定して成立した憲法のもとでは，こうした解釈がとられることは不思議で

はないだろう
48）。

　しかし，そもそも明治憲法 4 条の「統治権の総攬」規定には，少なくともひと

つの側面として国家の象徴という含意があったことは，すでに確認したとおりで

ある。そして，君主制が存在類型に過ぎなくなった今日では，その地位には，む

しろ「統合の象徴」という色合いが濃くなっている。そして，こうした地位が共

和制の憲法でも想定されたものであるというのが，今日に至るドイツにおける大

統領を元首とする理解であった。

　こうした事情は，わが国においても故佐藤功教授がその君主制研究のなかで「共

和制における君主制的なもの」と表現し，その意図するところを次のように敷衍

している。

「共和制がみずからのなかに，『君主制的なもの』を残存させる場合には，君主のもつ

象徴的機能―国家と国民との一体性を代表ないし体現する機能―を民選の大統領

に期待しようとするためなのである。……いかなる国家形態にも象徴的機能を営むもの

が必要であり，しかも共和制大統領には，この機能が不十分であると考えられるときに，

それにこたえて大統領に君主的な性質を与えようとする試みがなされるのである。」
49）

　憲法解釈上，大統領を元首と認めることは，端的に言ってこの象徴的機能を憲

法から導こうということにほかならない。その背景には，統合の危機のなかにあっ

たヴァイマル時代に「国家の統合プロセスの法秩序」
50）としての憲法概念を構想

し，現代憲法学の源流のひとつとなった R. スメントの憲法理論にみられる考え

方があろう。スメントは，「国家は統合されているが故に，そして統合されてい

る限りにおいてのみ存在するのであって，この継続的な過程が，国家の精神的・

社会的現実としての本質なのである」
51）という国家観のもと，次のような「国家

の統合プロセスの法秩序」としての憲法概念を示している。すなわち，「このプ

ロセスの意味は，つねに国家という事象全体を創造することであり，憲法は，こ

のプロセスの一つひとつの面を法的に規範化したものなのである」，と
52）。
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　ひるがえって日本国憲法 1 条は，天皇を正しく「日本国民統合の象徴」と規定

している。これを憲法上の地位ないし役割と呼ぶことは，ドイツの憲法と比べて

もはるかに無理はないだろう。この点で注目に値するのは，上皇陛下が退位の前

に語った「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば（平成 28 年 8 月 8

日）」
53）のなかの次の一節である。

「即位以来，私は国事行為を行うと共に，日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇

の望ましい在り方を，日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として，これ

を守り続ける責任に深く思いを致し，更に日々新たになる日本と世界の中にあって，

日本の皇室が，いかに伝統を現代に生かし，いきいきとして社会に内在し，人々の期

待に応えていくかを考えつつ，今日に至っています。」

「天皇が象徴であると共に，国民統合の象徴としての役割を果たすためには，天皇が

国民に，天皇という象徴の立場への理解を求めると共に，天皇もまた，自らのありよ

うに深く心し，国民に対する理解を深め，常に国民と共にある自覚を自らの内に育て

る必要を感じて来ました。こうした意味において，日本の各地，とりわけ遠隔の地や

島々への旅も，私は天皇の象徴的行為として，大切なものと感じて来ました。」

　本稿の検討からすれば，ここにいう「国民統合の象徴としての役割」は，ドイ

ツ連邦大統領の元首としてのそれということになる。そうすると，比較憲法的観

点からは，憲法 1 条を根拠として天皇は国家元首であるとみる余地が生じるであ

ろう。上記のように従来の学説は，これまで対外的に国家を代表する権限に焦点

を当てて，元首問題を論じてきた。しかし，部分的にせよ天皇が国家を代表する

役割を担うことができるのは，なぜか。それは，国家および国民統合の象徴とし

ての元首であるゆえではないのか。従来の学説は「元首」の問題を論じる際に，

この論点の説明を避けてきたように思われる。それは，すでに述べたように，明

治憲法における「元首」を否定するという，日本国憲法制定当初の問題意識に鑑

みれば理解できないことではない。しかし，憲法規範の十分な認識を目的とする

限りは，従来の説明に満足することはできないはずである。本稿で示した「天皇は，

国家および国民統合の象徴であるがゆえに，国家元首である」とする理論構成が，

こうした意味での憲法の認識を深める契機となれば幸いである。
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